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握 H分析するとともに、必要な紺策を講じているのであり、これらは公共の安

全と秩序の維持に当たるという警察の責務の一崇である。

よって、薪警察が大衆運動を敗視したり、一審原告らのいうところの「権利の

行使」を危険視したりしていることを前提として繰り広げられている全ての主

張は、失当である。

3 答弁書 8ページ下から3行 日において、大衆運動に伴つてトラプルが発生し

た具体的な根拠が示されていないと主張する。

しかし、当初は平和的な大衆運動であつた運動が、拡大 E大規模化した結果、

「一部の者による散発的な暴力又は逸脱行為J等の違法行為や、運動が大規模

となったが故のトラブルが生じることはあるのであり (令和 3年響察自害20
6ページ参照)、 公共の安全≧秩序の維持に当たることを賣務とする讐慕がそう

した トラブルを想定しないのではむしろ職務牌怠の誹りを免れないのである。

4 答弁害 9ページから10ぺ‥ジにかけて「(2)ア」につき、「私事性、秘匿

性及び非公知性」は客観的に検討 B判断すべきものであるところ、原判決は、

「原告らの私的又はその思想信条にかかる活動及ぴ事柄に関するもの」として

「不ム事性、秘匿性及び非公知性」を検討したものではない。

また、「自己が欲しない他者にはみだりに開示されたくない情報」とは、当該

情報の帰属主体が主観的に開示を欲しているか否かではなく、一般人を情報の

ll予属主体として審観的に認められるか否かが問題になる (最高裁平成 15年 9

月 12日 第二小法廷判決・民集 57巻 8号 973頁参照)のにもかかわらず、

原判決はその点についても検討していない。

その上で、一審原告らは、公的立場にない私人の「私的又はその思想信条に

かかる活動及び事柄に関する」個人情報である限り、「自己が欲しない他者には

みだりに開示されたくない情報Jであるという独自の解釈を提示している。

このように、一審原告らは、独自の解釈に基づき、原判決が一審原告らの個

人情報の私事性、秘匿′性及び非公知性について十分に検討した上で判断を行つ

ている≧主張するが、とても十分に検討したとは認められない。

5 答弁害 10ページ「(2)イ 」につき、「評価」の表出である意見が「一定の

事実を評価した結果の発言」であるとの主張は失当である。

なぜなら、例えば、「やっかい」という意見は、必ずしも「一定♂)事実」を評

価したとは限らず、「具体的事実があるわけではないが、なんとなくそうい )気

がする」という思考過程の結果であることも考えられる。
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発言者による評価としての意見が「一定の事実Jに基づくか否かについて具

体的に検討することなく、「一定の事実」の存在を当然視することは失章である。

6 答弁書 10ページ下から5行 日につき、原判決は、公知性の判断基準に、公

表者の主観を含めたうえで、「永続的に第二者にこれらの情報が提供されること

まで当然に許容 していたとみるべきではない」と判示する。

しかし、公知性の有無は、客観的に判断されるべきものである。

例えば、不特定多数に封して情報を開示した後、開示者が主観的に「一定期

間が経過したから公知性が消滅 した」と思っていた、であるとか、「新聞に発表

したが、Aさ んに対 しては開示していないので公知でないJと 主観的に思つて

いたからAさ んにのみ公知性はない、などの主観が基準とされれば、公知性の

判断は不可能である。

このように、公知性の有無については客観的に判断されるべきものであり、

その判断には、情報を開示 した主体の主観白勺な許諾の有無や範囲は問題になら

ないので、原判決の判断は失当である。

7 また、答弁書 10ページ下から3行 日から11ページ 2行 日において、「全て

の国民が」と、あたかも一人でもインターネットを閲覧していなかつたり、 S

NSを利用していなかったりする限り「公知性」カミないかのようなi張は極論

であり、説得力に欠ける主張である。

付言すれば、自らインターネットやSNSを通じて不特定多数に対して開示

した情報を「自己が欲 しない他者にはみだりに開示されたくない情報」と解す

ることは、非論理的である。

8 答弁書 11ページ 7行 日において、「被告県は、情報提供の違法性を争 う理由

として、個力の情報の秘匿性や公知性を鱗々主張する」としている。

被告岐阜県が 「個々の情報の秘匿性や公知性を篠々主張する」のは、「人格権

としてのプフイバシーJが侵害されていないこ≧を明らかにするためである。

9 答弁書 11ページ下から12行 日からの○において、一審原告らの個人情報

を「被告県が指摘するインターネットや SNSか ら取得したと裁判所を不当に

誤信又は混乱させる」と主張する。

一審原告らが、自らインターネットや SNSに発信 して不特定多数の閲覧に

供 した情報や自ら取材に応 じて新聞記事として掲載された情報は、たとえそれ

が原告 らの個人情報であろうと、その情革程は既に不特定多数が知り、今後もさ

らに不特定多数が知 り得る情報であつて、もはや私事性、秘匿性及び非公知性
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を備えて法的に保護すべきプライバシー情報とはいえない。

なお、被告岐阜県の当該立証は、公知性の存在及び自ら発信していることを

理由とする秘匿性の否定の各証明に尽きるのであり、情報の敢得方法について

裁判所を不当に誤信又は混乱させる目的など全くない。

10 答弁書 12ページ13行 日から14行 日において、「議事録は業務文書なので

あるから、正確を期して作成したはず」と主張する凸

しかし、本件議事録は、以下述べるとおり、そもそも会話の内容を正確に反

映しているものではないのであるから、業務文書であることを理由に正確性が

ある≧する原告らの主張は失当である。

現に、証人玉田は、「議事録というのは玉口が作る議事録であつて、会社≧し

てどうのこうのとか上へ上げるにいろんなことがあつて、そういう意味でグル

ープ長とか上席がいるので、そうした中でここの表現が違うよつていうことが

あれば、そこは修正したもので最終的にグループ長が印鑑押したものが名古屋

へ行く」(証人玉田18ページ下から4行から19ページ 1行)と 証言しており、

証人玉田が作成した議事録を、意見交換の参加者ではないシーテック社上層部

が変更していることを認めている。

また、証人玉田は「議事録自体が全部 1か ら10まで大垣宕
警察暑で話したこ

とを全部書いたわけじやなしに、先はど言つたようにインターネット等、落と

したデータも貝占ってありますし、今後どうやつて進めたいかつていう私どもの

意向も含めて議事録として作つてあります」(証人玉円25ページ下から4行か

ら25頁 1行)と も証言しており、本件謡事録が、意見交換の内容の再現性を

減殺したものであることを認めている。

さらに、「大垣警察署で話したことJを記載した議事録にしても、意見交換の

内容を録音して起こしたり、作成した議事録の正誤について意見交換の相手方

参加者に穏ξ認してもらったりしたわけではなく、証人玉田が「全体で受けたFロ

象としてそういうふうに思つた」(証人玉田自ページ下から5～ 4行 目)こ とを

記載したり、「メモ用紙とかそういうのにたり書きで自分の覚えられる範ちゆう

でメモつたJ(証人玉田16ページ最下行～ 17ページ 1行)り した程度のもの

で、正確性、信憑性を欠くものである。

しかるに、原判決が「本件議事録の作成目的を踏まえる」と本件議事録は

「本件情報交換の具体的内容につき、事実と大幅に異なるような変更が加えら

れたとは考え難い」などと不明な基準により「本件議事録は、正亨と性、信憑性

4



2022年 10月 23日   91寺 55分       端元法律事務所 NO.0736   P. 6/6

を欠くものとまではいえず」と認定するのは、証人X酬 の証人尋問の内容を、

ことさら軽視ないし無視した感が否めず、論理性も説得力も窺えない。

ll 答弁書 12ページ14行日から16行 日において、「警纂から提供された情報

に大幅に呉なる変更を加えて、虚偽の業務文書を作成する動機などあるはずが

ない」と主張する。

しかし、証人玉日の「動機」を問題にする主張は失当である。

被告岐阜県は、本件議事録が情報交換の内容をI確に反映したものであるか

どうかを問題としているのであつて、証人玉田が、記憶できる範ちゆうで記録

したり、主観的に受けた印象を記載したりした程度の記録を元にして、インタ

ーネットで得た情報を補足したり、意見交換の場にいなかった者が自社の意向

を踏まえて修五したりした当該議事録の内容に関する正確性、信憑性は多分に

低い≧言わざるを得ないことを指摘しているのである。

12 答弁書12ページ17行 日から20行 日において、証人玉田の証言が「議事

録の信用性を高める証言であつて、信用性を減殺する証言ではない」と土張す

る。

しかし、会合の内容を録音して起こしたり、作成した議事録について相手方

の確認を得たりもせず、「走り書き程度」 (証人玉田17ページ3行)の メモに、

「消名前が分からないだとか、どうい)と ころなのか分からないところござい

ます」(証人玉田17ページ7, 3行)と いう程度の記憶を加えて、「議事録に

打ち直しJ(証人玉田17ページ 1行)したという証人玉田の証言からは、聞き

間違いや記憶違いが混入した議事録が作成された≧推測するこ≧が合理的であ

る。

よつて、証人玉田の証言について、一審原告らの r議事録の信用性を高める

証言であつて、信用性を減殺する証言ではない」との主張は、明らかに矛盾 し

ているというはかない。

13こ のように、原判決の一部には、不十分な検討による解釈の誤 りが存 し、また、

一審原告ら控訴答弁書における被告岐阜県に対する主張 l政 、独自または曲角早を

もとになされているものであり、失当である。
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